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禁 無断複写・転載2025年度 (令和7年度) 税制改正解説速 報

外国子会社合算税制等の見直し

1．改正のポイント

２．適用時期

３．影響・対応策

グローバル・ミニマム課税導入による事務負担増を踏まえ、外国子会社合算税制の事務負担を軽減する

ための見直しが行われる。

・ 親会社の2025（令和７）年４月１日以後開始事業年度から適用（外国関係会社の2025（令和７） 年２月１日以

後終了事業年度に係る課税対象金額に限る）

・ 経過措置として、親会社の2025（令和７）年4月1日前開始事業年度についても、合算時期を「外国関係会社

の事業年度終了日翌日から4ヶ月を経過する日を含む親会社の2025（令和7）年4月1日以後に開始する事

業年度」とすることができる（外国関係会社の2024（令和6）年12月1日～2025（令和7）年1月31日に終了

する事業年度に係る課税対象金額に限る）。

合算時期が後ろになることで、外国子会社合算税制の対応について時間的な余裕が生じる（特に、親会社3月

決算、外国子会社12月決算の組み合わせ）。

改正後改正前項目

外国関係会社の事業年度終了日翌日から4ヶ月を
経過する日を含む親会社の事業年度に合算

外国関係会社の事業年度終了日翌日から2ヶ月を経
過する日を含む親会社の事業年度に合算

１．合算時期の
変更

左記のうち、②、③の書類の添付・保存は不要租税負担割合20%未満等の一定の外国関係会社に関
する以下の書類の添付・保存が必要
① 貸借対照表・損益計算書

② 株主資本等変動計算書及び損益金処分計算書
③ 貸借対照表・損益計算書の勘定科目内訳明細書
④ 本店所在地国の法人所得税の申告書
⑤ その他の書類（株主名簿 等）

２．添付・保存書
類の簡素化


